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会 議 結 果 報 告 書 

 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和３年８月１７日（火）午後１時２７分 

 

３ 閉会日時    令和３年８月１７日（火）午後２時３１分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ５件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ５件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 

  



2 

 

教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和３年８月１７日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

       【会議等】 

        ・８月５日（木）安芸郡教科用図書採択地区協議会 

       【学校教育関係】 

        ・日本語指導の必要な児童生徒への対応について 

        ・生徒指導上の諸課題の状況について 

        ・学校におけるＩＣＴ活用の現状について 

       【社会教育関係】 

        ・ふちゅう大好きキッズ育成プロジェクトについて 

        ・広島県パラリンピック聖火フェスティバル府中町採火式について 

日程第３  第４号議案  令和２年度教育委員会事務点検・評価報告書について 

日程第４  第６号議案  府中町家庭におけるインターネット通信環境整備支援に関する規

則の制定について 

  日程第５  第５号議案  令和３年第４回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の

議案等に対する意見について 

  日程第６  第７号議案  令和４年度に中学校で使用する教科用図書の採択について 

日程第７  第８号議案  令和４年度に特別支援学級で使用する教科用図書の採択について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹   大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長       立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    学校教育課指導主事    山口 誠 

総務課課長補佐兼総務係長 松林 亮  総務課事業調整員     小路 靖子 
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６ 議事の内容 

（開議 午後１時２７分） 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。よろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにいたします。それでは日程第１「議

事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定

により、私と神原委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

それでは、教育長報告をいたします。 

【会議等】 

〇８月５日（木）安芸郡教科用図書採択地区協議会について 

まずは、会議等でございますが、８月５日木曜日に、熊野町役場において、安芸郡

教科用図書採択地区協議会２回目が開催されました。この内容については、日程第６

第７号議案となっておりますので、後ほど協議いたします。会議等につきましては、

以上でございます。 

【学校教育関係】 

 続きまして、学校教育関係でございます。 

〇日本語指導の必要な児童生徒への対応について 

まず最初に、日本語指導の必要な児童生徒への対応についてでございますが、前回

の教育委員会会議において、坂田委員から、日本語指導の必要な児童生徒への対応に

ついてご質問いただいた内容について説明いたします。我が国で日本語指導を必要と

する児童生徒は平成３０年度調査において５万人を超え、平成２０年度からの１０年

間で１.５倍となっております。また、児童生徒の国籍も多様化し、母語も多様化し

ています。この状況は、新たな在留資格の特定技能の創設により、今後さらなる在留

外国人の増加が見込まれる状況にあります。府中町の小中学校には、日本語指導の必

要な児童生徒は、小学校に８名、中学校に２名の１０名が在籍しております。それら

の児童生徒に対する支援体制を充実させ、自立できる力を育成するなど、共生社会の

実現に向けた外国人児童生徒等の教育の充実に取り組んでおります。詳細は、学校教

育課長が説明します。 

 

学校教育課長 海外からの帰国児童生徒及び外国人児童生徒で、日本語能力が不十分等により通常

の学習に困難をきたしていると学校が判断した者に対して、週あたり５時間を上限と

して、日本語指導を実施しております。現在実施している児童生徒の人数は、先ほど

教育長が申し上げましたとおり、府中小学校２名、南小学校３名、中央小学校３名、

府中中学校１名、緑ヶ丘中学校１名の合計１０名です。国籍別としましては、フィリ

ピンが４名、ベトナム２名、その他、インド、中国、韓国、アメリカがそれぞれ１名
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となっております。基本的には、該当児童生徒を別室において、県費会計年度任用職

員が、教科等指導を行いながら、日本語能力を高めるための丁寧な指導を行っており

ます。日本に入国した時期や家庭の状況等、当該児童生徒を取り巻く状況も様々で、

日本語能力も個人差があるため、日常生活を送るために必要なコミュニケーション能

力を高めるための言葉や漢字等の習得を目的にする者、自分の考えを表現する文章力

をつけるための指導を行う者など、内容も様々です。説明は以上です。 

 

教育長   〇生徒指導上の諸課題の状況について 

続きまして、生徒指導上の諸課題の状況について説明をいたします。令和３年７月

末現在の府中町生徒指導上の諸課題の状況について、資料をお配りしています。令和

２年度は４月、５月等に臨時休業があったため、単純に比較はできませんが、不登校

人数の増加傾向が大きいこと等が懸念されます。分析の詳細を学校教育課長が行いま

す。 

 

学校教育課長 ７月末までの１学期での集計ができあがりましたので、報告をいたします。まず暴

力行為の発生件数です。７月は新たに発生した事案はなく、小学校で４件、中学校は

０件です。次にいじめの認知件数です。前月比で、７月に小学校がプラス１件で７

件、中学校で２件です。いじめアンケートに、デブ型体系について言われたとの記述

から認知した事案です。次に特別な指導の件数です。前月比で、小学校がプラス３

件、中学校がプラス４件で、小学校で２６件、中学校で１５件となっております。小

学校では、先ほどのいじめ認知事案でのいじめ加害児童への指導、授業中離席する児

童への指導、友達の持ち物をとったことへの指導です。中学校では、店舗駐車場で爆

竹遊び等の指導、金品持ち出しによる指導です。日常指導により中学校では減少傾向

にあります。次に不登校人数です。前月比で、小学校がプラス４人、中学校がプラス

２人で、小学校で１３人、中学校で１７人です。小学校の１３人中７人が昨年も不登

校の児童です。静かなところが苦手なケース、対人関係を築くのが苦手なケース、昼

夜逆転ケースがありました。中学校の１７人中１２人が昨年も不登校の生徒です。コ

ミュニケーションをとることが苦手なケース、相手が自分のことをどう思うか極度に

不安があるケースがありました。スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラ

ーと本人、保護者をつなげながら、学校の相談室への入室や、町教委の適応指導教室

タンポポへの通室につなげています。次に、前回、府中町生徒指導上の諸課題の状況

で、坂田委員からご質問いただきました内容について説明させていただきます。ま

ず、特別な指導の特性のある児童に対し、どう対応しているかということですが、特

性のある児童とは、発達障害の診断を受けている、あるいは、疑いのある児童です。

発達障害には、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害などがあります。

衝動性がある児童は、集団を離れて、別室において一人になれば落ち着くことができ

ます。落ち着けば、自分の気持ちを話すことができますので、自分の行動について振

り返りを行うよう対応しています。また、授業の中で、上手な声のかけ方や関わり方

など、ソーシャルスキルトレーニング研修を行うことで、同様な場面に遭遇した時

に、よりよく関われるよう指導しています。次に、授業中の離席の児童についての対

応ですが、離席のほか、勝手な発言がみられるために、別室において指導を行ってい

ます。生徒指導主事や管理職が指導することで、以前より友達とのトラブルが減って

きています。ただ、学習の理解や努力の継続は難しい状態です。この児童は発達障害

が疑われるため、保護者と密に連絡を取り、医療連携、発達検査をしていく予定で

す。その後、通級指導等、その児童にあった指導を続けていきます。説明は以上で

す。 

 

教育長   〇学校におけるＩＣＴ活用の現状について 
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続いて、学校におけるＩＣＴ活用の現状について説明いたします。現在、各学校で

は、一人１台端末を整備し、すべての子どもたちの学びを保障できる環境の構築を目

指すとともに、子どもたち一人一人に個別最適化され、創造性を育む教育、ＩＣＴ環

境の実現を図っています。１台ずつ配布した学習者用パソコンを活用するにあたり、

その目的、利用上の注意、個人情報の取り扱い、破損・紛失時の対応、及び保護者の

同意書提出について、学習者用パソコン利用の手引きを作成し、各学校から保護者に

配付しました。職員研修も順調に進んでいます。４月以降月１回、各校ＩＣＴ担当者

によるＩＣＴ担当研修を開催してきました。夏季休業中の８月４日・５日には、

Google社の専門家を迎えて、Google Kickstart Program研修を開催しました。各校

の管理職や主任級職員等を対象に行い、６８名が参加しました。また、家庭へのＩＣ

Ｔ機器の持ち帰りについては、１０月までに実態調査のための持ち帰りを行う予定で

す。各学校ともパソコンを自宅に持ち帰り、家庭における利用環境を確認していただ

き、来年度からの持ち帰りの運用に向けた環境を整備します。これについては、日程

第４第６号議案として協議しますので、詳細は、後ほど事務局から説明します。 

【社会教育関係】 

続いて、社会教育関係の報告を行います。 

〇ふちゅう大好きキッズ育成プロジェクトについて 

ふちゅう大好きキッズ育成プロジェクトについてです。ふちゅう大好きキッズ育成

プロジェクト事業は、小中学生を対象に歴史・自然・モノづくりの３つのテーマで講

座や現地調査などを実施し、府中町について学び郷土に誇りを持って、府中町を更に

好きになっていただくための事業です。本事業は、府中公民館の新規オープンに合わ

せて、令和４年度から取り組む予定ですが、令和３年３月に下岡田官衙遺跡が国史跡

指定されたことにより、記念イベントや普及啓発講座とともに、歴史のテーマについ

て今年度先行して行っています。４回講座のうち２回が終了していますので、社会教

育課長から詳細を報告します。 

 

社会教育課長 ふちゅう大好きキッズ育成プロジェクトについて、説明させていただきます。今年

度は、ふちゅう大好きキッズ育成プロジェクト、「国史跡 下岡田官衙遺跡を知ろ

う」講座として実施しております。７月に町内小中学校の小学４年生から中学２年生

対象に定員１０名で参加の募集をしたところ、７名の応募がありました。７名の内訳

ですが、４年生５名、５年生１名、６年生１名となっております。先ほど教育長から

ご説明いただきましたが、講座は４回開催を予定しております。１回目を７月３１日

土曜日、２回目を８月７日土曜日に歴史民俗資料館で開催いたしました。１回目で

は、下岡田官衙遺跡の位置、時代背景、発掘調査の様子について学び、発掘された遺

物を見て、触れたりもいたしました。２回目では、下岡田官衙遺跡の現地を見に行

き、遺跡の大きさを確認しました。また、発掘された遺物の木簡について学び、担当

者が用意した木簡に筆ペンで記入する体験をしてもらいました。３回目では、２回の

講座で学んだことでの質問を、８月２８日土曜日に開催する記念講演会で、講師に質

問をすることとなっております。参加した子どもたちは、担当者の問いかけには積極

的に答えてくれたりして、楽しんでもらえています。また、本事業では歴史ガイドボ

ランティアの皆さんにもご協力いただき、講座を開催しているものでございます。な

お、８月２８日に開催する記念公演につきましては、この度広島県の方がまん延防止

ということで、コロナ対策が講じられるということもありますので、８月２０日まで

に開催についての実施・延期等を検討する予定でございます。説明は以上です。 

 

教育長   〇広島県パラリンピック聖火フェスティバル府中町採火式について 
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続きまして、広島県パラリンピック聖火フェスティバル府中町採火式について説明

します。８月２４日から９月５日の会期で開催される東京２０２０パラリンピックに

むけ、広島県パラリンピック聖火フェスティバル府中町採火式を８月１５日の日曜日

に開催する予定でしたが、大雨に伴う災害対策のため中止としました。なお、府中町

の採火については、事前にくすのきプラザで太陽光を集めて火を起こしております。

この火は、県の職員に渡しております。詳細は、社会教育課長が説明します。 

 

社会教育課長 採火式について説明させていただきます。東京２０２０パラリンピック広島県フェ

スティバル府中町採火式についてですが、広島県では、県内全市町、特別支援学校、

県障害者スポーツ競技団体及びメキシコパラリンピック選手団において、多様な方法

により採火された火を一つにまとめ、東京２０２０パラリンピック聖火、広島県の火

とする集火式を開催することとなっておりましたが、これ自体が中止となりました。 

元々開催する予定でしたので、私どもとしてはこれに伴い、府中町では８月１５日に

採火式を開催する予定でしたが、同じく大雨に伴う災害対策のため中止としました。

府中町の採火式では、府中町で採火した火をお披露目し、県の聖火フェスティバルへ

届けていただく方を紹介し、町内障害者団体に作成していただいた風船ランタンで府

中町の採火を飾り、県の聖火フェスティバルへ向けて彩る予定でした。町内の障害者

団体の方々に作ってもらったものでございます。なお、県の聖火フェスティバルへ府

中町の採火を届けていただく方ですが、この方は、高岡広明さんで、高岡様は、１９

８８年に韓国ソウルで開催されたパラリンピックに卓球競技の日本選手団として出場

された方で、この方に府中町の火を届けていただく予定でした。開催はできませんで

したが、先ほど教育長から報告がありましたように、県の職員に、カイロに火を保存

してそれを渡して、今のところそれで終わらせていただいています。説明は以上で

す。 

 

教育長    教育長報告については以上でございます。ご質問・ご意見をお願いしたいのです

が、項目ごとにお願いします。まずは、会議等及び、学校教育関係についてご質問・

ご意見等お願いいたします。 

 

坂田委員   学校教育関係について、質問したことについて説明していただきありがとうござい

ました。その上でですけど、日本語指導の必要な児童生徒に大変丁寧に、一人当たり

週に上限５時間ということでやられているということで、大変いいと思います。その

中で、多分されていると思うんですけど、学校からの配布文書、学校だよりとか保健

だよりとか、それを保護者が読めない方がおられるかもしれない。私の経験上。その

時には仮名を振ったり、わかるようにしていると思うんですけど、その辺も続けてほ

しいと思います。それから、一番は、日本人児童生徒とトラブルがあった時に、その

時の対応について、多分されていると思いますけど、丁寧にやっていただきたいと思

います。それから、生徒指導上の課題についてですけど、これも大変丁寧に取り組ま

れているということで大変いいと思います。その上でお願いなんですけど、担任一人

に任せることなく、学校全体でこれからも取り組んでいってほしいと思います。以上

です。 

 

学校教育課長 日本語指導ですけど、生徒児童に一人１台ずつ学習者用パソコンを用いております

ので、それが翻訳機と同じ扱いができます。以前も三者懇談の時に活用したという情

報を得ております。 
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教育長    坂田委員がおっしゃられた学校からの配布文書については、ちょっと悩みもあるわ

けです。言語が多様化している。タガログ語とか、ヒンズー語とか。そういうところ

も対応できる職員の方もいらっしゃいませんので、地域の方々とか、国際交流協会と

かそういう所にご協力いただくということも必要かなと思います。でも、今お話があ

りましたように、翻訳機能が充実しておりますので、そういうＩＣＴを活用したとこ

ろで解決策を見出していきたいなと思っています。 

 

学校教育課長 お便りについても、翻訳機でスキャンして翻訳できるようになっているので、それ

が活用できると思います。 

 

神原委員   生徒指導上の諸課題の状況でお話があったんですけど、不登校の生徒たちに対し

て、先ほどお話がでましたが、パソコンを使って在宅で、例えば授業の風景を在宅の

ままで閲覧できる形とかで、授業への遅れが出ないような取り組みとかは今現在され

ていない状況ですか。 

 

学校教育課長 今現在は、たんぽぽとかに行っていただいての学習ということで、映像を映して学

習ということは、今はしておりません。 

 

神原委員   目的というのは、少しでも来てもらう目的があるということですか。 

 

学校教育課長 コミュニケーションをとることが大切ということです。 

 

松本委員   先ほどお話にもあった特別な、発達障害とか、そういう子どもさんへの対応もすば

らしいなと思って聞いていたんですけど、何か問題を起こしたときに別室に行ってと

いうこと形があったので、その別室というのは、実際どういう形でどういう指導をさ

れているのかなというのが気になったんです。以前その教室に行ったら、その子たち

はそういう子だという風に見られるという形も聞いていて。そういう時に、そこでメ

リット・デメリットが、いろいろ子どもの中でも出てくるとか聞いたので、別室に行

くということが、丁寧に上手にしていかないと逆にいじめになったりとか、そういう

ことも起こりうるなと感じたので、もう少し詳しく聞いてみたいなと思ったところで

す。もう１点は、特別支援学級の担任の先生と補助する先生と保護者との関係が耳に

入っているので、今スムーズに対応ができているのかなと聞いてみたいと思いまし

た。以上です。 

 

学校教育課長 最初のどういうところでどういう指導をということですけど、場所については、職

員室であるとか、校長室であるとか、生徒児童がいない部屋ということで、その時そ

の時に応じて場所を使ってもらっています。対応については、やはり気持ちを落ち着

かせることが一番ですので、待ってクールダウンしてもらうということを一番にして

おります。二番目のことについては、ケース会議をして、対応をしているというとこ

ろでございます。 

 

上之園委員  感想ですけど、大変生徒指導においても指導の個別化というのがとても丁寧にでき

ているなと思います。少し要望ですが、離席する子は、学びが楽しくない、授業の内

容がよくわからないということで、歩いてしまうということもあるので、今後非常に

人的にも難しいけど、その子にあった学びということも、非常にむつかしいですが、
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学びの個性化に力を入れていくと、学びが楽しいと少し参加したくなるというような

方向になるかなと。今できていることは、とてもすばらしいと思いますが、少しプラ

スしていけばいいかなと思います。要望です。 

 

教育長    それでは、社会教育関係についてご質問やご意見等ございますか。  

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。では、次に参ります。日程第３第４号議案「令和２年度教

育委員会事務点検・評価報告書について」を議題といたします。説明をお願いしま

す。 

 

教育部長   第４号議案。令和３年８月１７日。令和２年度教育委員会事務点検・評価報告書に

ついて。令和２年度教育委員会事務点検・評価報告書について、教育委員会の審議に

付する。詳細な説明は総務課長が行います。 

 

総務課長   第４号議案、令和２年度教育委員会事務点検・評価報告書についてご説明いたしま

す。資料は別冊で配付しております、令和２年度教育委員会事務点検・評価報告書に

なります。令和２年度の教育委員会事務点検・評価については、７月２６日に、引き

続き評価委員をお願いしております、比治山大学の山田教授による事務局職員へのヒ

アリングを実施し、ご指摘のあった点について修正等を行っております。点検評価の

内容ですが、第２次府中町教育振興基本計画に掲げた７つの基本目標について点検評

価を行っています。なお、令和２年度は、第２次計画の初年度となるため、それぞれ

の目標に対する評価基準の見直しを行っております。また、７つの基本目標に対する

自己評価は、資料６ページに記載のとおり、ＡからＤまでの４段階での評価を行って

おり、令和２年度点検の自己評価結果は、Ａ評価が２項目、Ｂ評価が２項目、Ｄ評価

が３項目となっております。それでは、資料１６ページの第６、評価委員の点検・評

価の概要について説明させていただきます。学校教育では、新型コロナウイルス感染

症の影響により、１か月以上の臨時休業や各種調査、学校行事等が中止になるという

状況下においても、将来の夢や目標はかなうと思うや、授業がよくわかる、子どもと

向き合う時間が確保されているという調査項目でポイントが上昇しており、校務支援

システムの導入により、教員の業務負担が軽減され、授業や生徒指導等の質を高める

時間に充てることができるようになったことは、大きな成果と言えるとのご意見をい

ただきました。また、数年継続して取り組んできた、教職員の意識改革、資質能力の

向上を図る研修などにより、総合的に信頼される学校づくりの推進を積み重ねてきた

ことが成果として定着してきているとのご意見もいただいております。社会教育で

は、新型コロナウイルスの影響を受けて、公民館や図書館における生涯学習活動数が

大幅に減少し、Ｄ評価ではあるが、ふるさと再発見講座の参加人数は、昨年度比で６

人減に留まっていることについて述べられ、下岡田官衙遺跡の国史跡指定について

は、長年の地道な文化財の普及、啓発活動の成果とのご意見をいただいております。

総評としまして、令和２年度教育委員会事務点検・評価は適切であると判断しますと

の評価をいただくとともに、今後も目標や取り組みが形骸化することがないように、

学校教育と社会教育とが、それぞれの今回の点検・評価の成果と課題を共有し、連携

した取組によるさらなる充実と発展を期待すると結ばれており、今回ご指摘いただい

たご意見を今後の取り組みに活かしてまいりたいと考えております。令和２年度教育

委員会事務点検・評価報告書の説明は以上でございます。なお、この報告書につきま
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しては、本日議決をいただきました後、府中町議会へ提出するとともに町のホームペ

ージでも公開する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第３、第４号議案については、原案のとおり可

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第３、第４号議案についてはそのように決

します。では、次に参ります。日程第４、第６号議案「府中町家庭におけるインター

ネット通信環境整備支援に関する規則の制定について」を議題といたします。説明を

お願いします。 

 

教育部長   第６号議案。令和３年８月１７日。府中町家庭におけるインターネット通信環境整

備支援に関する規則の制定について。府中町家庭におけるインターネット通信環境整

備支援に関する規則の制定について、教育委員会の審議に付する。詳細な説明は学校

教育課長が行います。 

 

学校教育課長 府中町家庭におけるインターネット通信環境整備支援に関する規則の制定について

説明いたします。この規則は、家庭学習のためのインターネット通信環境がない世帯

に、通信環境整備を支援するものです。新型コロナウイルスのような感染症や自然災

害の発生等による学校の臨時休業等の場合でも、子供たちがＩＣＴを活用して、家庭

における学習を継続できる環境を整備しておくことが求められています。このため、

子どもの学びの保障と教育の機会均等の観点から、家にインターネット環境がない世

帯に、ＩＣＴを活用した家庭における学習が可能となるよう、学校がＷｉ－Ｆｉルー

ターを貸し出します。資料は１３ページをご覧ください。対象者についてです。対象

者は、町内の小中学校に通う就学援助対象世帯です。内容は、対象世帯の児童・生徒

が、学校教育活動の一環として行う家庭における学習活動において、インターネット

を利用するために必要となるＷｉ－Ｆｉルーターを町が購入し、希望する就学援助対

象世帯に貸与します。貸出期間は、貸出希望日から中学３年生卒業年度の２月末ま

で、または転学するまでです。貸出しに係る費用は無料ですが、通信費については保

護者負担となります。また、教育長報告の中でありましたように、家庭への持ち帰り

については、今年度は１０月までに持ち帰りを行う予定としています。説明は以上で

す。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第４、第６号議案については、原案のとおり可
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決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第４第６号議案についてはそのように決し

ます。では、次に参ります。日程第５、第５号議案「令和３年第４回府中町議会定例

会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といたします

が、本件は、成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当と

思われ、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまでとすることが適当

と思われます。また、次の日程第６、第７号議案「令和４年度に中学校で使用する教

科用図書の採択について」及び日程第７、第８号議案「令和４年度に特別支援学級で

使用する教科用図書の採択について」は、教科用図書採択の議案となっております。

第７号議案については、安芸郡教科用図書採択地区の採択事務に関する規約第１４条

で情報公開について定めており、「安芸郡協議会は、採択結果及び採択理由について、

採択後、遅滞なく公表するものとする。」としております。また、教育委員会として

も、各委員の自由闊達な意見交換を求めるために、会議の非公開が適当と思われ、非

公開の期間は、安芸郡４町すべての教育委員会会議において教科用図書採択が決定す

るまでが適当と考えます。第８号議案については、個人を特定できるような場合もあ

るため、会議の非公開が適当と思われ、非公開の期間は本日の会議が終了するまでが

適当と考えます。第５号議案、第７号議案、第８号議案の議事内容について、非公開

とすることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（挙 手） 

 

教育長    出席委員の３分の２以上と認め、第５号議案については非公開とし、非公開期間に

ついては、議会に議案が提出されるまでとします。また、第７号議案についても非公

開とし、非公開期間については、安芸郡４町すべての教育委員会会議において教科用

図書採択が決定するまでとします。また、第８号議案についても非公開とし、非公開

期間については、本日の会議が終了するまでとします。それでは、日程第５、第５号

議案「令和３年第４回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対す

る意見について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第５号議案。令和３年８月１７日。令和３年第４回府中町議会定例会に提案される

教育委員会関係の議案等に対する意見について。令和３年第４回府中町議会定例会に

提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について教育委員会の審議に付する。

詳細な説明は総務課長が行います。 

 

総務課長   資料２ページからの第５号議案、令和３年第４回府中町議会定例会に提案される教

育委員会関係の議案等に対する意見についてご説明いたします。本件は、９月に開催

される府中町議会定例会の議案として、府中町長に対し教育委員会から提案を依頼し

ているもので、令和３年度府中町一般会計補正予算（第４号）に係るものでございま

す。資料は、３ページをご覧ください。学校教育課関係の歳入です。款）県支出金、

項）県補助金、目）教育費県補助金、教育支援体制整備事業費補助金は、４３万７，

０００円の増額補正です。歳出に計上している、小学校教育支援事業の特定財源で補

助率は１／３です。続いて歳出です。款）教育費、項）小学校費、目）学校管理費、

小学校教育支援事業は、合計で１３１万４，０００円の増額補正です。府中東小学校

の特別支援学級に在籍する医療ケアが必要な児童への対応のため、現在２名の看護師

を配置しておりますが、保護者や看護師同士の引継ぎ、記録の作成等のため、時間外
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勤務が常態化していることから、看護師１名を追加で配置することとし、その人件費

と、それらの時間外勤務手当について補正計上するものでございます。説明は以上で

す。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第５、第５号議案については、原案のとおり可

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第５、第５号議案については、そのように

決します。では次に参ります。日程第６、第７号議案「令和４年度に中学校で使用す

る教科用図書の採択について」 を議題といたしますが、第７号議案は教科用図書採

択の議案となっておりますので、ここで関係委員の退席をお願いいたします。 

 

（上之園委員退席） 

 

教育長    それでは日程第６、第７号議案「令和４年度に中学校で使用する教科用図書の採択

について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第７号議案。令和３年８月１７日。令和４年度に中学校で使用する教科用図書の採

択について。令和４年度に中学校で使用する教科用図書の採択について、教育委員会

の審議に付する。詳細な説明は学校教育課長が行います。 

 

学校教育課長 令和４年度に中学校で使用する教科用図書の採択について説明いたします。中学校

社会、歴史的分野で使用する教科用図書の採択についてです。まず、５月の教育委員

会会議において採択の基本方針を決定していただきました。その後、５月１９日に安

芸郡４町の協議会が開催され、安芸郡採択地区協議会としての基本方針が決定されま

した。その方針に基づいて調査研究を行い、８月５日の協議会で来年度から使用する

中学校教科用図書について内定されました。調査研究については、次の５つの観点に

基づき、適正かつ公正に進めました。１、基礎・基本の定着。２、主体的に学習に取

り組む工夫。３、内容の構成・配列・分量。４、内容の表現・表記。５、言語活動の

充実。資料には、内定した教科書の種目、発行者、採択理由をお示ししております。

結果は、社会、歴史的分野について、東京書籍に内定いたしました。理由は、追究す

る課題を提示するなど、各単元の導入に工夫が見られ、生徒が歴史学習を進める上で、

見方・考え方を働かせたり、主体的に学習に取り組んだりすることができます。また、

情報を集めたり、読み取ったり、まとめたりするスキルアップのコーナーが設定され、

基礎・基本の定着を図ることができます。さらに、くらげチャートやＸチャート、ス

テップチャートなど多様な思考ツールを活用した各単元末にある時代の特色をまとめ

る活動は、生徒自身が課題を追究する過程を可視化でき、思考力・判断力・表現力等

を育てることができます。加えて、本文ページ見開きのレイアウトを統一、本文の部

分と資料の色分け、左下に年表で学習する時代や年代が示されるなど内容の表現・表
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記が工夫されています。以上でございます。この内定資料を基に協議していただいて、

採択する教科書を決定していただきたいと思います。以上です。今、そちらに２部置

いてあるんですが、そちらの教科書を見ていただきたいと思います。 

 

教育長    それではご質問・ご意見等お願いします。 

 

坂田委員   採択用教科書の展示についてですけど、本年度はコロナ禍ということで教育委員会

内ロビーにて行われていて私も見たわけですけど、何名の方が閲覧されましたか。 

 

学校教育課長 ６月１１日金曜日から６月３０日までの１４日間、教科用図書展示会を実施いたし

ました。来場者数は、教育委員会関係者２０人、その他４人の合計２４人の方が来場

されました。なお、その他、教職員関係者の９名については、中学校両校にて教科書

を閲覧していただいています。 

 

坂田委員   一昨年まではもっと多かったと思うんですけど、コロナ禍の中なので、例年なら図

書館の方で開いていたと思うんですけど、できなかったので少なかったと思います。

来年度以降は、図書館の方で多くの方に見てもらえるようにお願いしたいと思います。

以上です。 

 

神原委員   先ほど拝見させてもらったんですけど、写真とか掲示がたくさんある中で、先ほど

からずっと話題になっています、今後のＩＣＴとの併合といいますか、うまく、どう

いう形で連携していけるのかを各者さんがどういう形で工夫されているのか、もしあ

れば教えていただければと思います。 

 

学校教育課長 各者とも、地域調査等における情報収集の方法の１つとしてインターネット検索等

を紹介しております。その他、特徴的なものとして、東京書籍、教育出版、山川出版

では、ＩＣＴ活用マークのある資料やコンテンツについて、記載してあるＱＲコード

やＵＲＬを使ってインターネットに接続し、クイズやリンク集、シミュレーションや

動画が活用でき、インターネット活用により学習を深めることができるようになって

おります。以上です。 

 

松本委員   教科書を開いてみて、原爆関係についてはどの教科書にもあるのはあるんですけど、

その他で、広島県に焦点を当てた記載があるところを教えていただけたらと思います。 

 

学校教育課長 広島の郷土史の表記について、遣唐使船が東書、育鵬、帝国、山川、自由社があり

ます。厳島神社については教出、帝国、日文、山川、自由社があります。壬生の花田

植は東書、帝国、日文があります。草戸千軒町遺跡は日文、山川などが掲載されてい

ます。 

 

教育長    他にご質問等ございませんか。 

 

（な し） 
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教育長    ないようでございます。よって日程第６、第７号議案については、原案のとおり可

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第６、第７号議案については、そのように

決します。では次に参ります。日程第７、第８号議案「令和４年度に特別支援学級で

使用する教科用図書の採択について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第８号議案。令和３年８月１７日。令和４年度に特別支援学級で使用する教科用図

書の採択について。令和４年度に特別支援学級で使用する教科用図書の採択について、

教育委員会の審議に付する。詳細な説明は学校教育課長が行います。 

 

学校教育課長 令和４年度に特別支援学級で使用する教科用図書の採択について説明いたします。

特別支援学級で使用する教科用図書については、各学校で教科書選定会議を設置し、

児童生徒の障害の状態及び発達段階に適合した教科用図書を種目ごとに選定しており

ます。学校内の選定委員会で内定されたものについて、１６ページから１８ページに

令和４年度府中町立学校特別支援学級の教科用図書採択について【案】が示されてお

ります。これは、来年度の小学２年生から中学３年生までの特別支援学級全体の選定

状況です。次に１９ページから３０ページは、各学校の一般図書の選定状況となって

います。教科書の使用について、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は、文部科

学省が著作の名義を有する教科用図書としなければならないというように規定されて

おりますが、学校教育法附則第９条により、一般図書を採択することができるとされ

ています。次に、ページが飛びますが、３３ページをご覧ください。令和４年度府中

町立学校特別支援学級の教科用図書採択について【案】知的障害者用です。こちらが、

文部科学省が著作の名義を有する教科用図書となります。続いて、一枚戻りまして３

１ページと３２ページをご覧ください。令和４年度一般図書選定状況、新１年生用で

す。これについては、教育支援委員会をまだ開いておりませんので、新しく入学して

くる子どもの実態が十分に分かっていないということがあります。しかし、この場で

挙げておかないと、採択ができないということがございますので、これまで実際に使

った結果、良かった教科書、または、採択の可能性があるものについて選んでおりま

す。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第７、第８号議案については、原案のとおり可

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第７、第８号議案については、そのように

決します。では、上之園委員をお呼びしますので、着席されるまでしばらくお待ちく

ださい。 



14 

 

（上之園委員着席） 

 

 

以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

（閉議 午後２時３１分） 

 

 


